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新 旧 改正内容 

３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱 

第１条 ～ 第３条 （略） 

（事前協議） 

第４条 この要綱に基づき給水を受けようとする申請者

は、給水装置承認申請を行う前に、「配水管水圧測定依

頼書」（別紙様式１）により配水管水圧測定を千葉県企

業局長（以下「局長」という。）に依頼しなければなら

ない。 

２ 局長は配水管水圧を測定し、「配水管水圧測定結果」（別

紙様式２）に測定箇所を明示した 5,000 分の１の配水管

網図を添付して回答するものとする。 

３ 申請者は、前項の回答を基に、水理計算を行い、給水

装置承認申請前に十分協議を行うものとする。 

（解説） （略） 

第５条 ～ 第６条 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。 

（旧要綱の廃止） 

２ 「中高層建物への直結給水に係る実施要綱」（平成８年

６月１日）は廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に改正前の３階直結直圧給水方式に

係る実施要綱の規定により調製した用紙は、この要綱の

３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱 

  第１条 ～ 第３条 （略） 

  （事前協議）  

第４条 この要綱に基づき給水を受けようとする申請者

は、給水装置承認申請を行う前に、「配水管水圧測定依

頼書」（別紙様式１）により配水管水圧測定を水道局長

（以下「局長」という。）に依頼しなければならない。 

２ 局長は配水管水圧を測定し、「配水管水圧測定結果」（別

紙様式２）に測定箇所を明示した 5,000 分の１の配水管

網図を添付して回答するものとする。  

３ 申請者は、前項の回答を基に、水理計算を行い、給水装

置承認申請前に十分協議を行うものとする。 

   （解説） （略） 

  第５条 ～ 第６条 （略） 

附 則  

（施行期日）  

    １ この要綱は、平成１１年６月１日から施行する。  

（旧要綱の廃止）  

    ２ 「中高層建物への直結給水に係る実施要綱」（平成８

年６月１日）は廃止する。  

附 則  

（施行期日）  

   １ この要綱は、平成１２年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行前に改正前の３階直結直圧給水方式に

係る実施要綱の規定により調製した用紙は、この要綱の

施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用する

 

（Ⅳ－4－2） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 対 照 表 

 51 / 110 

新 旧 改正内容 

施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用す

ることができる。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことができる。  

附 則  

（施行期日）  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日）  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－4－5） 

・附則に施行期日を追

加 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

（Ⅳ－4－6） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・元号の削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 １  
年  月  日  

 
 

千 葉 県 水 道 局 長  様  
 
                   住 所  
                   氏 名         印  
 
 
 
 

配 水 管 水 圧 測 定 依 頼 書 
 このことについて、「３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱」第４条第

１項により、下記のとおり依頼します。  
記  

 １ 工事場所  
 
 ２ 建物形態  
  （１）一戸建て専用住宅  
  （２）一戸建て店舗付住宅  
  （３）集合住宅（  戸）  
  （４）事務所ビル  
  （５）その他（        ）  
 
 ３ 給水開始希望時期    平成  年  月  日  
 
 ４ 添付図書        案内図及び管網図（１／５００）  
 
 ５ その他  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個人が依頼する場合は、依頼者
の氏名を自署することにより押
印を省略することができる。  
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（Ⅳ－4－7） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 ２  
第   号

年  月  日

 
             様  
 
                 千葉県企業局  水道事務所長  
 
 
         配  水  管  水  圧  測  定  結  果  （  回  答  ）  
     年  月  日付けで依頼のありましたこのことについて、  
「３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱」第４条第２項の規定により、  
下記のとおり回答します。  

記  
 １ 工事場所  
  

２ 配水管水圧測定結果    測定最小水圧  
                    ＭＰａ  
  

３ ３階直結直圧式給水に係る事前協議の実施  
    配水管の水圧測定を行ったところ、上記２の結果となりましたの

で、換算水圧を算定のうえ、換算水圧が０．１９６ＭＰａ以上の場

合（１）の手続きを、換算水圧が０．１９６ＭＰａ未満の場合は（２）

の手続きを行なって下さい。  
 （１）必要書類（水理計算書）等を添付のうえ給水申請等の手続きを行

なって下さい。  
（２）必要書類（水理計算書）等を当事務所に持参のうえ事前協議を行

なって下さい。  
 水理計算書の作成に当たっては、上記の測定水圧から換算水圧を

算定し、設計水圧として水理計算を行って下さい。  
 
４ 添付書類  
  １／５ ,０００配水管網図（測定箇所を明示）  

 
（参考）  
 換算水圧＝測定水圧－（申請場所の地盤高－測定場所の地盤高）  
  ＊測定水圧：測定水圧を基に季節による変動及び地区の特性等（同一

配水系統のテレメータ測定水圧）を勘案した値をいう。

  ＊申請場所の地盤高：給水管分岐箇所の路面の地盤高をいう。  
 

様式 ２  
第   号

年  月  日

 
             様  
 
                 千葉県水道局  水道事務所長  
 
 
         配  水  管  水  圧  測  定  結  果  （  回  答  ）  
     年  月  日付けで依頼のありましたこのことについて、  
「３階直結直圧式給水方式に係る実施要綱」第４条第２項の規定により、  
下記のとおり回答します。  

記  
 １  工事場所  
  

２ 配水管水圧測定結果    測定最小水圧  
                    ＭＰａ  
  

３ ３階直結直圧式給水に係る事前協議の実施  
    配水管の水圧測定を行ったところ、上記２の結果となりましたの

で、換算水圧を算定のうえ、換算水圧が０．１９６ＭＰａ以上の場

合（１）の手続きを、換算水圧が０．１９６ＭＰａ未満の場合は（２）

の手続きを行なって下さい。  
 （１）必要書類（水理計算書）等を添付のうえ給水申請等の手続きを行

なって下さい。  
（２）必要書類（水理計算書）等を当事務所に持参のうえ事前協議を行

なって下さい。  
 水理計算書の作成に当たっては、上記の測定水圧から換算水圧を

算定し、設計水圧として水理計算を行って下さい。  
 
４ 添付書類  
  １／５ ,０００配水管網図（測定箇所を明示）  

 
（参考）  
 換算水圧＝測定水圧－（申請場所の地盤高－測定場所の地盤高）  
  ＊測定水圧：測定水圧を基に季節による変動及び地区の特性等（同一

配水系統のテレメータ測定水圧）を勘案した値をいう。

  ＊申請場所の地盤高：給水管分岐箇所の路面の地盤高をいう。  
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新 旧 改正内容 

３階直結直圧式給水方式に係る実施要領 （略） 

 

直結増圧式給水方式に係る実施要綱 

第１条 ～ 第３条 （略） 

（給水管の分岐口径） 

第４条 口径５０ｍｍ以下の増圧装置の場合、配水管から

分岐する給水管口径は、配水管より小口径とする。 

２ 口径７５ｍｍの増圧装置の場合、分岐する配水管の

口径は、１５０ｍｍ以上とする。ただし、配水管の水圧

等、給水能力に著しく支障を及ぼすおそれがないと判

断されたときは、配水管の口径は、１００ｍｍとする

ことが出来る。 

３ 直結増圧式給水方式による給水管分岐の可否は千葉

県企業局が決定する。 

（解 説） 

１ 口径５０ｍｍ以下の増圧装置を設置する場合の配水

管から分岐する給水管口径については、一般の給水装

置と同様に配水管より小口径とする。 

２ 口径７５ｍｍの増圧装置を設置する場合の分岐する

配水管の口径については、配水管に与える影響を考慮

し、１５０ｍｍ以上とした。 

ただし、管網の状況及び管網計算の結果を踏まえて

配水圧の低下により、周辺の給水に支障のない配水圧

が０．１９６ＭＰａを確保できると判断される場合は、

配水管の口径を１００ｍｍとすることができる。 

３ 配水管の水量、水圧不足が生じる恐れのある地域や、

増圧装置の設置が複数ある地域で直結増圧式給水方式

３階直結直圧式給水方式に係る実施要領 （略） 

 

直結増圧式給水方式に係る実施要綱 

  第１条 ～ 第３条 （略） 

  （給水管の分岐口径）  

第４条 口径５０ｍｍ以下の増圧装置の場合、配水管から

分岐する給水管口径は、配水管より小口径とする。  

２ 口径７５ｍｍの増圧装置の場合、分岐する配水管の

口径は、１５０ｍｍ以上とする。ただし、配水管の水圧

等、給水能力に著しく支障を及ぼすおそれがないと判

断されたときは、配水管の口径は、１００ｍｍとするこ

とが出来る。  

   ３ 直結増圧式給水方式による給水管分岐の可否は水道

局が決定する。 

（解 説）  

１ 口径５０ｍｍ以下の増圧装置を設置する場合の配水

管から分岐する給水管口径については、一般の給水装

置と同様に配水管より小口径とする。  

２ 口径７５ｍｍの増圧装置を設置する場合の分岐する

配水管の口径については、配水管に与える影響を考慮

し、１５０ｍｍ以上とした。  

ただし、管網の状況及び管網計算の結果を踏まえて

配水圧の低下により、周辺の給水に支障のない配水圧

が０．１９６ＭＰａを確保できると判断される場合は、

配水管の口径を１００ｍｍとすることができる。  

３ 配水管の水量、水圧不足が生じる恐れのある地域や、

増圧装置の設置が複数ある地域で直結増圧式給水方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 6 - 2） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 
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新 旧 改正内容 

による給水管分岐をする場合は、最新の管網状況によ

り、管網計算を千葉県企業局で行い、配水管及び周辺

家屋に悪影響を与えないことを確認する。 

第５条 ～ 第１５条 （略） 

 

附 則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

直結増圧式給水方式に係る実施要領 

１ ～ ８ （略） 

附 則 

この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行前に改正前の直結増圧式給水方式に係

る実施要領の規定により調製した用紙は、この要領の施

工後においても、当分の間、所要の調整をして使用する

ことができる。 

による給水管分岐をする場合は、最新の管網状況によ

り、管網計算を水道局で行い、配水管及び周辺家屋に悪

影響を与えないことを確認する。 

  第５条 ～ 第１５条 （略） 

 

附 則  

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 直結増圧式給水方式に係る実施要領 

１ ～ ８ （略） 

  附 則  

この要領は、平成１０年４月１日から施行する。   

附 則  

（施行期日）  

１ この要領は、平成１２年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要領の施行前に改正前の直結増圧式給水方式に係

る実施要領の規定により調製した用紙は、この要領の施

工後においても、当分の間、所要の調整をして使用するこ

とができる。    

（Ⅳ- 6 – 3） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 6 – 8） 

・附則に施行期日を追

加 
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新 旧 改正内容 

附 則 

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則  

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。   

附 則  

この要領は、平成１５年４月１日から施行する。   

附 則  

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。   

附 則  

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。   

附 則  

この要領は、平成２０年８月１日から施行する。   

附 則  

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則  

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 7 – 4） 

・附則に施行期日を追

加 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参考資料 （略） 

（Ⅳ- 7 – 5） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 
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「受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱」 

第１条 ～ 第２条 （略） 

（設置及び申請） 

第３条 千葉県企業局長（以下「局長」という。）が必要か

つ適当と認めたときは、受水槽以下装置に乾式接線流

羽根車式量水器（以下「直読式量水器」という。）を設

置することができる。 

ただし、申請者が希望し、局長が必要かつ適当と認 

めるときに限り、５階以上の建物で、１棟５１戸以上の

集団住宅には記憶装置付湿式接線流羽根車式量水器

（以下「隔測量水器」という。）を設置することができ

るものとする。 

２ 前項の場合において量水器の設置をしようとするも

のは、局長に申請するものとする。 

第４条 ～ 第６条 （略） 

（施工者） 

第７条 隔測量水器装置の設置、撤去及び修理については、

必要に応じ千葉県企業局の指導により量水器製造者が

施工することができる。 

第８条 ～ 第１３条 （略） 

 

附則 

（施行月日） 

１ この要綱は、昭和５４年３月１日から施行する。 

（廃止） 

２ 受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱（昭和４

７年７月１日適用。以下「旧要綱」という。）は、廃止す

「受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱」 

  第１条 ～ 第２条 （略） 

（設置及び申請） 

第３条 千葉県水道局長（以下「局長」という。）が必要か

つ適当と認めたときは、受水槽以下装置に乾式接線流

羽根車式量水器（以下「直読式量水器」という。）を設

置することができる。 

ただし、申請者が希望し、局長が必要かつ適当と認 

めるときに限り、５階以上の建物で、１棟５１戸以上の

集団住宅には記憶装置付湿式接線流羽根車式量水器

（以下「隔測量水器」という。）を設置することができ

るものとする。 

２ 前項の場合において量水器の設置をしようとするも

のは、局長に申請するものとする。 

  第４条 ～ 第６条 （略） 

  （施工者） 

第７条 隔測量水器装置の設置、撤去及び修理については、

必要に応じ千葉県水道局の指導により量水器製造者が

施工することができる。 

  第８条 ～ 第１３条 （略） 

   

附則 

（施行月日） 

１ この要綱は、昭和５４年３月１日から施行する。 

（廃止） 

２ 受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱（昭和４

７年７月１日適用。以下「旧要綱」という。）は、廃止す

 

（Ⅳ- 8 – 1） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 8 - 2） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 
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新 旧 改正内容 

る。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行日前に、旧要綱によって施行されたも

のについては、なお従前の例による。 

附則 

この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、昭和６１年９月５日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

ただし、第６条２項の規定は、平成１５年４月１日から施 

行する。 

附則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱の実施細目 

１ ～ ７ （略） 

附則 

この要綱は、昭和５４年３月１日から施行する。 

附則 

る。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行日前に、旧要綱によって施行されたも

のについては、なお従前の例による。 

附則 

この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、昭和６１年９月５日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

ただし、第６条２項の規定は、平成１５年４月１日から施 

行する。 

附則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

受水槽以下装置に設置する量水器の取扱要綱の実施細目 

  １ ～ ７ （略） 

附則 

この要綱は、昭和５４年３月１日から施行する。 

附則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 8 - 4） 

・附則に施行期日を追

加 
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新 旧 改正内容 

この要綱は、昭和５８年３月２８日から施行する。 

附則 

この要綱は、昭和５８年１１月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、昭和６１年９月５日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成４年１０月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成６年２月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附則 

（施行月日） 

１ この実施細目は、平成１２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この実施細目の施行前に改正前の受水槽以下装置に設

置する量水器の取扱要綱の実施細目の規定により調製し

た用紙は、この実施細目の施行後においても、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附則 

この実施細目は、平成１２年４月１日から施行する。 

附則 

この実施細目は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

この実施細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この実施細目は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、昭和５８年３月２８日から施行する。 

附則 

この要綱は、昭和５８年１１月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、昭和６１年９月５日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成４年１０月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成６年２月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附則 

（施行月日） 

１ この実施細目は、平成１２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この実施細目の施行前に改正前の受水槽以下装置に設

置する量水器の取扱要綱の実施細目の規定により調製し

た用紙は、この実施細目の施行後においても、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附則 

この実施細目は、平成１２年４月１日から施行する。 

附則 

この実施細目は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

この実施細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 9 - 3） 

・附則に施行期日を追

加 
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新 旧 改正内容 
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・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（Ⅳ- 9 - 5） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（Ⅳ- 9 - 6） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 対 照 表 

 64 / 110 

新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

（Ⅳ- 9 - 7） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（Ⅳ- 9 - 8） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（Ⅳ- 9 - 9） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

・千葉県水道事業収入

証紙条例施行規程

に合わせた名称の

統一 
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新 旧 改正内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 9 - 9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・元号の削除及び年月

の削除 

 

 

・元号の削除 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（Ⅳ- 9 - 11） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（Ⅳ- 9 - 12） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 
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新 旧 改正内容 

 

受水槽以下装置に設置する量水器の設置基準 

直読式量水器装置の設置基準 （略） 

隔測量水器装置の設置基準  

～ 別図－① （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図－③～⑥ （略） 

 

受水槽以下装置に設置する量水器の設置基準 

直読式量水器装置の設置基準 （略） 

隔測量水器装置の設置基準  

～ 別図－① （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図－③～⑥ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 10 - 10） 

・千葉県水道事業収入

証紙条例施行規程

に合わせた名称の

統一 
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新 旧 改正内容 

 

「受水槽以下装置の維持管理契約書」 

第１条 ～ 第９条 （略） 

この契約の証として、契約書２通を作成し、甲、乙各１

通を保有する。 

年 月 日 

甲 住所 千葉市花見川区幕張町 5-417-24 

氏名 千葉県 

千葉県企業局長 

               印 

乙 住所 

氏名              印 

 

「受水槽以下装置の維持管理に関する協定書」 

第１条 ～ 第９条 （略） 

この協定の証として、契約書２通を作成し、甲、乙各１

通を保有する。 

年 月 日 

甲 住所 千葉市花見川区幕張町 5-417-24 

氏名 千葉県 

千葉県企業局長 

               印 

乙 住所 

氏名              印 

 

 

 

 

「受水槽以下装置の維持管理契約書」 

   第１条 ～ 第９条 （略） 

    この契約の証として、契約書２通を作成し、甲、乙各１

通を保有する。 

年 月 日 

甲 住所 千葉市花見川区幕張町 5-417-24 

氏名 千葉県 

千葉県水道局長 

               印 

乙 住所 

氏名              印 

 

  「受水槽以下装置の維持管理に関する協定書」 

   第１条 ～ 第９条 （略） 

この協定の証として、契約書２通を作成し、甲、乙各１

通を保有する。 

年 月 日 

甲 住所 千葉市花見川区幕張町 5-417-24 

氏名 千葉県 

千葉県水道局長 

               印 

乙 住所 

氏名              印 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 10 - 15） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 10 - 19） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ- 10 - 20） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

Ｍ

高
架
水
槽

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

記憶装置付メータ

端子ボックス

財 産 区 分

４ Ｆ

３ Ｆ

２ Ｆ

１ Ｆ

縦引き配管

集中パネル盤

ＡＣ 100Ｖ
中継端子ボックス

横引き配線

参 考

申請者の財産部分

千葉県企業局の財産部分

配 管

Ｍ

高
架
水
槽

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

記憶装置付メータ

端子ボックス

財 産 区 分

４ Ｆ

３ Ｆ

２ Ｆ

１ Ｆ

縦引き配管

集中パネル盤

ＡＣ 100Ｖ
中継端子ボックス

横引き配線

参 考

申請者の財産部分

水道局の財産部分

配 管
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

定期 

特別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

定期 

特別 

（Ⅳ- 10 - 21） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保守点検内容 （略） 保守点検内容 （略） 
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新 旧 改正内容 

参考図 （略） 

貯水槽水道取扱要綱 

１．目的 （略） 

２．基本方針 

千葉県企業局は、水道水を供給する立場としての関与

であることから、この要綱の目的を達成するため、直接

指導等を行う各市の担当課（環境・衛生）と密接な連携を

図るとともに、設置者への指導を行うものとする。 

３．関係法令 （略） 

４．用語の定義 

この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）「貯水槽水道」とは、水道法第 14 条第２項第５号に規

定する貯水槽水道をいう。 

（２）「設置者」とは、貯水槽水道を所有する者、並びに貯

水槽水道の維持管理に関する全ての権限を委任された

管理会社、管理組合及び自治会等をいう。 

（３）「利用者」とは、千葉県企業局と給水契約を締結して

いる者、又は千葉県企業局と給水契約を締結した設置

者から、契約等に基づき給水を受けている者をいう。 

（４）「水槽」とは、受水槽、高置水槽等をいう。 

５．指導、助言、勧告の位置付け 

給水条例第２２条の２に規定する指導、助言及び勧告

の位置付けは、次のとおりとする。 

（１）「指導」とは、貯水槽水道の設置者に対して、定期的

な清掃等、管理の充実について理解を得るようにする

ことをいう。 

（２）「助言」とは、指導を行ったにもかかわらず、貯水槽

参考図 （略） 

 貯水槽水道取扱要綱 

  １．目的 （略） 

２．基本方針  

     水道局は、水道水を供給する立場としての関与である

ことから、この要綱の目的を達成するため、直接指導等

を行う各市の衛生部局と密接な連携を図るとともに、設

置者への指導を行うものとする。 

３．関係法令 （略） 

  ４．用語の定義  

この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。  

（１）「貯水槽水道」とは、水道法第 14条第２項第５号に規

定する貯水槽水道をいう。  

（２）「設置者」とは、貯水槽水道を所有する者、並びに貯

水槽水道の維持管理に関する全ての権限を委任された

管理会社、管理組合及び自治会等をいう。  

（３）「利用者」とは、水道局と給水契約を締結している者、

又は水道局と給水契約を締結した設置者から、契約等に

基づき給水を受けている者をいう。  

（４）「水槽」とは、受水槽、高置水槽等をいう。  

５．指導、助言、勧告の位置付け  

給水条例第２２条の２に規定する指導、助言及び勧告

の位置付けは、次のとおりとする。  

（１）「指導」とは、貯水槽水道の設置者に対して、定期的

な清掃等、管理の充実について理解を得るようにする

ことをいう。  

（２）「助言」とは、指導を行ったにもかかわらず、貯水槽

（Ⅳ－11－1） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

・現行の所管部署への

変更 

 

 

 

 

 

 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 対 照 表 

 75 / 110 

新 旧 改正内容 

水道の設置者が十分な管理を行っていない場合は、問

題になる事項を説明し、再度管理の充実について理解

を得るようにすることをいう。 

（３）「勧告」とは、再三の指導、助言にもかかわらず、改

善が見られない場合、千葉県企業局の最終手段として

理解を得るようにすることをいう。 

６． ～ ９． （略） 

１０．不適切な管理への対応 
（１）立入調査により、不適切な管理が認められた場合は、

利用者に対し通知するとともに、給水条例第２２条の２

の規定により、設置者に対し指導、助言及び勧告を行う

ものとする。 
    ただし、設置者に対する指導及び助言は、原則として

口頭で行い、勧告は文書（第２号様式）で行うものとす

る。 
    また、所管する各市の担当課（環境・衛生）に対して

も管理状況について速やかに通知（第３号様式）するも

のとする。 
（２）立入調査により、供給する水が汚染されていると認

められた場合は、利用者に対し必要な情報提供を行うと

共に、設置者に対して水道法及び条例等に基づき適切な

措置を講ずるよう指導する。 
    また、所管する各市の担当課（環境・衛生）に対して

水道の設置者が十分な管理を行っていない場合は、問

題になる事項を説明し、再度管理の充実について理解

を得るようにすることをいう。  

（３）「勧告」とは、再三の指導、助言にもかかわらず、改

善が見られない場合、水道局の最終手段として理解を

得るようにすることをいう。 

  ６． ～ ９． （略） 

１０．不適切な管理への対応 
（１）立入調査により、不適切な管理が認められた場合は、

利用者に対し通知するとともに、給水条例第２２条の２

の規定により、設置者に対し指導、助言及び勧告を行うも

のとする。 
    ただし、設置者に対する指導及び助言は、原則として

口頭で行い、勧告は文書（第２号様式）で行うものとす

る。 
    また、所管する各市の衛生部局に対しても管理状況に

ついて速やかに通知（第３号様式）するものとする。 
（２）立入調査により、供給する水が汚染されていると認め

られた場合は、利用者に対し必要な情報提供を行うと共

に、設置者に対して水道法及び条例等に基づき適切な措

置を講ずるよう指導する。 
    また、所管する各市の衛生部局に対しても直ちに状況

を通知（第３号様式）するものとする。 

 

 

（Ⅳ－11－1） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－11－3） 

・現行の所管部署への

変更 

 

 

 

 

・現行の所管部署への

変更 
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新 旧 改正内容 

も直ちに状況を通知（第３号様式）するものとする。 
１１．設置状況等記録の保存 
受水槽及び高置水槽の設置状況並びに利用者、設置者及

び各市の担当課（環境・衛生）への通知等の履歴は、給水装

置情報管理システムへ入力を行うことにより記録を保存す

る。 
１２．（略） 

附則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．設置状況等記録の保存 
受水槽及び高置水槽の設置状況並びに利用者、設置者及

び各市の衛生部局への通知等の履歴は、給水装置情報管理

システムへ入力を行うことにより記録を保存する。 
１２．（略） 

 

 

附則  

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

附則  

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

附則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－11－4） 

・現行の所管部署への

変更 

 

 

 

 

・附則に施行期日を追

加 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－11－5） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

・現行の所管部署への

変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－11－6） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

・現行の所管部署への

変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－11－7） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式  
貯  水  槽  水  道  検  査  結  果  通  知  書  

 
第    号  

  年  月  日  
 
         様  
 

千葉県企業局  水道事務所長  
                           （公印省略）  
 

立入調査した結果、下記のとおり不適切な管理が認められたことから、設置者に対

し指導（助言・勧告）を行ったので、通知いたします。  
 

記  
 
１．設置状況  

設 置 場 所  
親 水 栓 番 号   

設置者 
住 所  
氏 名  

管理会社 
住 所  
氏 名  

 
２．水質検査等の結果  
 
 
 

 
 

第３号様式  
貯  水  槽  水  道  検  査  結  果  通  知  書  

 
第    号  

  年  月  日  
 
         様  
 

千葉県水道局  水道事務所長  
                           （公印省略）  
 

立入調査した結果、下記のとおり不適切な管理が認められたことから、設置者に対

し指導（助言・勧告）を行ったので、通知いたします。  
 

記  
 
１．設置状況  

設 置 場 所  
親 水 栓 番 号   

設置者 
住 所  
氏 名  

管理会社 
住 所  
氏 名  

 
２．水質検査等の結果  
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新 旧 改正内容 

貯水槽水道取扱要綱実施細目 

１． ～ ２． （略） 

３．水質検査に関する事項 

貯水槽水道取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）第７

項に定める水質検査に関しては、次のとおり行うものと

する。 

（１）利用者から水質確認の依頼（給水条例施行規程別記 

第５号様式）を受けた水道事務所長は、遅滞なく給水

栓等で簡易水質検査を行う。 

（２）給水栓等で異常が認められた場合は、その原因が千

葉県企業局の水質管理範囲であるか又は設置者の水質

管理範囲あるかを判断し、設置者の範囲にある場合は、

利用者から、貯水槽水道水質検査請求書（給水条例施

行規程別記第六号様式の二）の提出を受ける。 

（３）水質検査を水質センターへ依頼する場合は、利用者 

から貯水槽水道水質検査請求書の提出を受けて行う。 

４．立入調査に関する事項 
取扱要綱第９項に定める立入調査に関しては、次のと

おり行うものとする。 
（１）立入調査について、設置者等から承諾が得られない

場合は、立入調査を中止し、その旨を、利用者（第１号

様式）及び所管する各市の担当課（環境・衛生）（第２

号様式）へ通知する。 
（２）立入調査は、貯水槽水道水質検査調書（第３号様式）

により、主に受水槽を対象として実施するものである

が、必要に応じて他の施設についても行う。 

貯水槽水道取扱要綱実施細目 

  １． ～ ２． （略） 

３．水質検査に関する事項  

貯水槽水道取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）第７

項に定める水質検査に関しては、次のとおり行うものと

する。  

（１）利用者から水質確認の依頼（給水条例施行規程別記 

第５号様式）を受けた水道事務所長は、遅滞なく給水栓

等で簡易水質検査を行う。  

（２）給水栓等で異常が認められた場合は、その原因が水 

道局の水質管理範囲であるか又は設置者の水質管理範

囲あるかを判断し、設置者の範囲にある場合は、利用者

から、貯水槽水道水質検査請求書（給水条例施行規程別

記第六号様式の二）の提出を受ける。  

（３）水質検査を水質センターへ依頼する場合は、利用者 

から貯水槽水道水質検査請求書の提出を受けて行う。 

４．立入調査に関する事項 
取扱要綱第９項に定める立入調査に関しては、次のと

おり行うものとする。 
（１）立入調査について、設置者等から承諾が得られない場

合は、立入調査を中止し、その旨を、利用者（第１号様

式）及び所管する保健所（第２号様式）へ通知する。 
 
（２）立入調査は、貯水槽水道水質検査調書（第３号様式）

により、主に受水槽を対象として実施するものである

が、必要に応じて他の施設についても行う。 

（Ⅳ－12－1） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行の所管部署への

変更 
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新 旧 改正内容 

５． （略） 

６．設置者に対する周知 
受水槽を設置する給水装置工事新設（増設・改造）承 

認申請書の受付時や立入調査を行った場合には、設置者

等へ次のとおり働きかけを行うものとする。 
（１）パンフレット等により、適切な管理の働きかけを行

う。 
（２） 簡易専用水道以外の貯水槽水道で、５０人以上に給

水する施設については、各市の担当課（環境・衛生）へ

次の事項を届け出るよう説明する。 
ア 受水槽及び高置水槽を設置したこと 
イ 受水槽及び高置水槽の規模や設置数等を変更した

こと 
ウ 設置者名等届出事項に変更が生じたこと 

    エ 受水槽及び高置水槽を廃止したこと 
７．適切な管理への対応 

設置者等から管理の方法について照会を受けた場合

は、次のとおり対応するものとする。 

（１）（略） 

（２）関係機関等を紹介 

 所管する各市の担当課（環境・衛生）、水槽の清掃業者

及び水質検査機関等を紹介する。 

（別紙「関係機関一覧表」を参考） 

８．給水装置情報管理システムへの入力  

５． （略） 

６．設置者に対する周知 
受水槽を設置する給水装置工事新設（増設・改造）承 

認申請書の受付時や立入調査を行った場合には、設置者

等へ次のとおり働きかけを行うものとする。 
（１）パンフレット等により、適切な管理の働きかけを行

う。 
（２） 簡易専用水道以外の貯水槽水道で、５０人以上に給

水する施設については、保健所へ次の事項を届け出る

よう説明する。 
ア 受水槽及び高置水槽を設置したこと 
イ 受水槽及び高置水槽の規模や設置数等を変更した

こと 
ウ 設置者名等届出事項に変更が生じたこと 

    エ 受水槽及び高置水槽を廃止したこと 
７．適切な管理への対応 

設置者等から管理の方法について照会を受けた場合

は、次のとおり対応するものとする。 

（１）（略） 

（２）関係機関等を紹介 

  所管する各市の衛生部局、水槽の清掃業者及び水質検

査機関等を紹介する。 

（別紙「関係機関一覧表」を参考） 

８．給水装置情報管理システムへの入力  

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－12－2） 

・現行の所管部署への

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－12－2） 

・現行の所管部署への

変更 
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新 旧 改正内容 

     取扱要綱第１１項に定める給水装置情報管理システ

ムへ入力する内容は、次のとおりとする。  

（１）（略） 

（２）各市の担当課（環境・衛生）からの指導結果等の報告

を受けた場合は、受付年月日と処理状況等とする。 

（３）～（５）（略） 
９．事務処理 
（１）廃止及び設置数の変更が生じた場合は、４半期毎に

一覧表を作成して各市の担当課（環境・衛生）へ提出す

るものとする。 

 

 

 

 

 

附則 

１ この取扱いは、平成１５年４月１日より施行する 

２ 要綱の廃止 

水業第３４０号「簡易専用水道の規制に伴う給水施設の

実態調査について」（通知） 

附則 

この実施細目は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

この実施細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

この実施細目は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

      取扱要綱第１１項に定める給水装置情報管理システ

ムへ入力する内容は、次のとおりとする。  

（１）（略）   

（２）各市の衛生部局からの指導結果等の報告を受けた場

合は、受付年月日と処理状況等とする。 

（３）～（５）（略） 
９．事務処理 
（１）廃止及び設置数の変更が生じた場合は、４半期毎に 

一覧表を作成して保健所へ提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

附則  

１ この取扱いは、平成１５年４月１日より施行する  

２ 要綱の廃止  

    水業第３４０号「簡易専用水道の規制に伴う給水施設の

実態調査について」（通知）  

附則 

この実施細目は、平成１６年４月１日から施行する。  

附則 

この実施細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

（Ⅳ－12－3） 

・現行の所管部署への

変更 

 

 

 

・現行の所管部署への

変更 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－12－3） 

・附則に施行期日を追

加 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－12－4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

・現行の所管部署への

変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－12－5） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

・現行の所管部署への

変更 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－12－6） 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 号様式  
土地等への立入調査について  

 
第    号  

  年  月  日  
 
          様  
 

千葉県水道局   水道事務所長  
 

利用者からの請求に基づき、    年  月  日に行った水質検査は、下記の

とおりであることから、水槽内の水質を確認するため、設置者（管理者責任者等）へ

土地又は建物に立入ることについてお願いしたところ、承諾を得ることができません

でした。ついては、○○○○○でも対応していただきたく通知いたします。  
 

記  
 
１．設置状況  

設 置 場 所  
親 水 栓 番 号   

設置者 
住 所  
氏 名  電話番号   

管理会社 
住 所  
氏 名  電話番号   

 
２．水質検査等の結果  
 
 
 

 
 

第 2 号様式  
土地等への立入調査について  

 
第    号  

  年  月  日  
 
          様  
 

千葉県企業局   水道事務所長  
 

利用者からの請求に基づき、    年  月  日に行った水質検査は、下記の

とおりであることから、水槽内の水質を確認するため、設置者（管理者責任者等）へ

土地又は建物に立入ることについてお願いしたところ、承諾を得ることができません

でした。ついては、○○○○○でも対応していただきたく通知いたします。  
 

記  
 
１．設置状況  

設 置 場 所  
親 水 栓 番 号   

設置者 
住 所  
氏 名  電話番号   

管理会社 
住 所  
氏 名  電話番号   

 
２．水質検査等の結果  
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新 旧 改正内容 

第３号様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式 （略） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－12－8） 

・関係機関の担当課名

及び連絡先等を最

新の情報に変更 
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新 旧 改正内容 

受水槽に設置する非常用給水栓の取扱基準 

１ ～ ５ （略） 

附則 

この取扱基準は、平成２５年 ４月 １日から適用する。 

附則 

この取扱基準は、平成３１年 ４月 １日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受水槽に設置する非常用給水栓の取扱基準 

  １ ～ ５ （略） 

   

  この取扱基準は、平成２５年 ４月 １日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－13－2） 

・附則に施行期日を追

加 
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新 旧 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（Ⅳ－13－3） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊞

　　　　　　　　月　　日　　時　　分から　　　　　　　月　　日　　時　　分まで

し ま し た の で 、 お 届 け い た し ま す 。

建 物 名 称

使 用 日 時

水 栓 番 号 ( 親 )

設 置 場 所

（別　紙）

受 水 槽 に 設 置 す る 非 常 用 給 水 栓 の 取 扱 基 準 に よ り 、 次 の と お り 災 害 時 に 使 用

　　千葉県水道局長　　　　　　　　　　　　　様

　　 　　　住　所

　　 　　　氏　名

　　　　　個人が届け出る場合は、届出者の押印を

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　省略することができる。

非 常 用 給 水 栓 使 用 届

㊞

　　　　　　　　月　　日　　時　　分から　　　　　　　月　　日　　時　　分まで

し ま し た の で 、 お 届 け い た し ま す 。

建 物 名 称

使 用 日 時

水 栓 番 号 ( 親 )

設 置 場 所

（別　紙）

受 水 槽 に 設 置 す る 非 常 用 給 水 栓 の 取 扱 基 準 に よ り 、 次 の と お り 災 害 時 に 使 用

　　千葉県企業局長　　　　　　　　　　　　　様

　　 　　　住　所

　　 　　　氏　名

　　　　　個人が届け出る場合は、届出者の押印を

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　省略することができる。

非 常 用 給 水 栓 使 用 届
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新 旧 改正内容 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（Ⅳ－13－4） 

・組織統合に伴う局長

名の変更 
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新 旧 改正内容 

雑用水の利用促進に関する指導要綱 

第１条（略） 

（県及び建築主の責務） 

第２条 県は，第１条の目的を達成するため，建築主と

協力し，雑用水利用の促進に努めるものとする。 

２ 建築主は，雑用水利用の導入等，水の有効利用及 

び節水に努めるものとする。 

（定義） 

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義

は，当該各号に定めるところによる。 

（１）雑用水         人の飲用その他これに

類する用途以外の用途に

供される水をいう。 

（２）雑用水利用       建築物からの排水（以

下「汚水」という。）を

再生処理し又は雨水を貯

留して雑用水として利用

することをいう。 

（３）雑用水利用施設     雑用水利用に係る水処理

施設及び雨水集水施設並

びに付帯する設備（配管

類，ポンプ等）をいう。 

（４）計画一日平均使用水量  当該建築物における上

雑用水の利用促進に関する指導要綱 

  第１条（略） 

（建築主の責務） 

第２条 建築主は，雑用水利用の導入等，水の有効利用及

び節水に努めるものとする。 

 

 

（定義） 

第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義

は，当該各号に定めるところによる。 

一雑用水        人の飲用その他これに類する

用途以外の用途に供される水を

いう。 

二雑用水利用      建築物からの排水（以下「汚水」

という。）を再生処理し又は雨水

を貯留して雑用水として利用す

ることをいう。 

三雑用水利用施設    雑用水利用に係る水処理施設

及び雨水集水施設並びに付帯す

る設備（配管類，ポンプ等）を

いう。 

四計画一日平均使用水量 当該建築物における上水道

（自家用井戸を含む）の計画 

（Ⅳ－14－1） 

・現行の雑用水の利用

促進に関する指導

要綱の条文への変

更 
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新 旧 改正内容 

水道（自家用井戸を含

む）の計画一日最大使用

水量の８割で算定した水

量をいう。 

（５）開発行為等       都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第４

条第１２号に規定する開

発行為及び宅地開発事業

の基準に関する条例（昭

和４４年千葉県条例第５

０号，以下「宅地開発条 

例」という。）第２条第  

１号に規定する宅地開発

事業等をいう。 

第４条（略） 

（対象建築物） 

第５条 この要綱の対象となる建築物は，住宅（住宅を

含む複合用途建築物は，住宅部分をいう。）を除き次

の各号に掲げるものとする。 

（１） 汚水を公共下水道に接続・放流するものについて

は，計画一日平均使用水量が３００㎥以上のもの，

又は建築延床面積が３万㎡以上のもの 

一日最大使用水量の８割で算   

定した水量をいう。 

 

 

五開発行為等       都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）第４条第十二 

号に規定する開発行為及び宅   

地開発事業等の基準に関する 

条例（昭和４４年千葉県条例  

第５０号，以下「宅地開発条

例」という。）第２条第三号

に規定する宅地開発事業等を 

いう。 

 

  第 4条（略） 

（対象建築物） 

第５条 この要綱の対象となる建築物は，住宅（住宅を

含む複合用途建築物は，住宅部分をいう。）を除き次

の各号に掲げるものとする。 

一 汚水を公共下水道に接続・放流するものについて

は，計画一日平均使用水量が３００㎥以上のもの，又

は建築延床面積が３万㎡以上のもの 
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新 旧 改正内容 

（２） 汚水を個別に処理し，公共用水域に放流するもの

については，計画一日平均使用水量が１００㎥以上

のもの，又は建築延床面積が１万㎡以上のもの 

第６条（略） 

（雑用水利用計画書に基づく指導助言） 

第７条 建築主は，当該建築物が第５条に規定する対象

建築物に該当する場合は，次に掲げるときまでに，雑

用水利用計画書（別記様式）に基づいて県の指導助言

を受けることができる。 

（１） 当該建築物の建築が開発行為等を伴う場合には，

当該開発行為等について都市計画法第２９条の規定

による知事の許可又は宅地開発条例第７条の規定に

よる知事の確認を受けるとき 

（２） （１）以外の場合には，当該建築物について建築

基準法（ 昭和２５年法律第２０１号）第６条の規定

による建築確認申請を提出するとき 

第８条（略） 

（雑用水利用施設の構造） 

第９条 雑用水利用施設を設置する場合の雑用水貯水槽

は，雑用水の水量不足に備え，水道水の補給ができる

構造のものが望ましい。この場合において，雑用水貯

水槽は，雑用水が水道水に混入しない構造とするもの

二  汚水を個別に処理し，公共用水域に放流するものに

ついては，計画一日平均使用水量が１００㎥以上のも

の，又は建築延床面積が１万㎡以上のもの 

第６条（略） 

（雑用水利用計画書の提出） 

第７条 建築主は，当該建築物が第５条に規定する対象

建築物に該当する場合は，次に掲げるときまでに県と

協議の上，雑用水利用計画書（別記様式）を作成し，

県に提出するものとする。 

一 当該建築物の建築が開発行為等を伴う場合には，当

該開発行為等について都市計画法第２９条の規定によ

る知事の許可又は宅地開発条例第７条の規定による知

事の確認を受けるとき 

二 一以外の場合には，当該建築物について建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第６条の規定による建築

確認申請を提出するとき 

第８条（略） 

（雑用水利用施設の構造） 

第９条 雑用水利用施設を設置する場合の雑用水貯水槽

は，雑用水の水量不足に備え，水道水の補給ができる

構造のものとする。この場合において，雑用水貯水槽

は，雑用水が水道水に混入しない構造とするものとす

 

 

 

 

 

（Ⅳ－14－2） 

・現行の雑用水の利用

促進に関する指導

要綱の条文への変

更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 対 照 表 

 93 / 110 

新 旧 改正内容 

とする。 

第１０条～第１２条（略） 

附 則 

この要綱は，平成８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１４年６月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

雑 用 水 利 用 計 画 書（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

第１０条～第１２条（略） 

附 則 

この要綱は，平成８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成１４年６月１１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑 用 水 利 用 計 画 書（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－14－3） 

・附則に施行期日を追

加。 

 

（Ⅳ－14－4） 

・ページ番号の変更 
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新 旧 改正内容 

千葉県企業局量水器共通仕様書 

１ 適用範囲 

本仕様書は、千葉県企業局（以下「当局」という。）が

水道需要者の使用水量を計量するために使用する口径

13mm から 300ｍｍまでの量水器に適用する。 

２（略） 

３ 用語の定義 

この仕様書に用いる用語は次のとおりとする。 

なお、関係法令、ＪＩＳ等で「メーター」及び「メー

タ」とあるのは、この仕様書の「量水器」と同義である。 

（１）「新品」とは、上ケース及び下ケースを含む全ての部品

に新品を利用して製造するものである。 

（２）「一部修理」とは、当局が引き渡す掘上量水器を分解し、

上ケース及び下ケースを再利用し、その他の部品は新品

を利用して製造するものである。 

（３）「全体修理」とは、当局が引き渡す掘上量水器を、新品

量水器同様に再生するものである。 

（４）～（２１）（略） 

４ ～ ６ （略） 

７ 表示 

   量水器には、その見やすい箇所に見やすい大きさで容易に

消えない方法で次に掲げる事項を表示すること。 

（１）量水器ケースの表示項目 

千葉県水道局量水器共通仕様書 

１ 適用範囲  

本仕様書は、千葉県水道局（以下「当局」という。）が

水道需要者の使用水量を計量するために使用する口径

13mm から 300ｍｍまでの量水器に適用する。 

２（略） 

３ 用語の定義 

この仕様書に用いる用語は次のとおりとする。 

なお、関係法令、ＪＩＳ等で「メーター」及び「メータ」

とあるのは、この仕様書の「量水器」と同義である。 

（１）「新品」とは、上ケース及び下ケースを含む全ての部品

に新品を利用して製造するものである。 

（２）「一部修理」とは、当局が引き渡す堀上量水器を分解し、

上ケース及び下ケースを再利用し、その他の部品は新品

を利用して製造するものである。 

（３）「全体修理」とは、当局が引き渡す堀上量水器を、新品

量水器同様に再生するものである。 

（４）～（２１）（略） 

  ４ ～ ６ （略） 

７ 表示 

   量水器には、その見やすい箇所に見やすい大きさで容易に

消えない方法で次に掲げる事項を表示すること。 

（１）量水器ケースの表示項目 

 

（Ⅳ－15－1） 

・組織統合に伴う仕様

書名称の変更 

・組織統合に伴う組織

名称の変更 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－15－1） 

・用語の誤りを修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
新 旧 対 照 表 

 95 / 110 

新 旧 改正内容 

①  上ケースに水道マーク及び量水器番号(当局の指示)

を刻印する。 

②  上ケースに材質記号を鋳出し表示する。 

③  下ケースに口径・鋳造年・材質記号・製造者記号・流

れの方向を鋳出しする。 

④ 電磁式メーターは、ケースの上端に水道マーク及び量

水器番号(当局の指示)を刻印するとともに、ケース

の側面に口径・製造者記号・流れの方向を表示する。 

（２）～（３）（略） 

  ８ ～ ９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  上ケースに県水マーク及び量水器番号(当局の指示)

を刻印する。 

②  上ケースに材質記号を鋳出し表示する。 

③  下ケースに口径・鋳造年・材質記号・製造者記号・流

れの方向を鋳出しする。 

④ 電磁式メーターは、ケースの上端に県水マーク及び量

水器番号(当局の指示)を刻印するとともに、ケースの

側面に口径・製造者記号・流れの方向を表示する。 

（２）～（３）（略） 

  ８ ～ ９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅳ－15－6） 

・千葉県水道事業収入

証紙条例施行規程

に合わせた名称の

統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


